
令和元年度南丹市タバコ対策（案）            
                       南丹市保健医療課 

 

《受動喫煙防止対策》  

 

１．啓発事業 

  ・市民健診結果報告会会場に、タール瓶などを展示 

  ・各イベント会場にて啓発（啓発グッズの配布、展示等） 

 ・健康教室等で啓発 

  ・母子健康手帳交付時の啓発 

  ・パパママ教室 

  ・街頭啓発（きょうと健康長寿推進京都丹波地域府民会議） 

 

２．敷地内禁煙（建物内）実施ステッカー交付事業の啓発 

  ・周知方法   お知らせなんたん、なんたんテレビ文字放送・データ放送、 

なんたんテレビ暮らしの案内版、区長会 

  ・現在の実施施設 敷地内禁煙実施施設   ５４カ所      （＊施設名は別紙参照） 

           建物内禁煙実施施設  １３２カ所  合計１８６ヵ所 

                                ＊４月より７カ所増 

  ・実施施設一覧を市ホームページに掲載   

    

＊参考：健康増進法一部改正 

行政機関、医療機関、学校等は令和元年７月から敷地内禁煙 

事業所、公民館等多数の者が利用する施設は、令和２年４月から屋内禁煙 

 

《禁煙支援》 

 

１．啓発事業 

 ・なんたんテレビ文字放送  禁煙の日（２２日スワンスワンの日）にちなんで、毎月１５日～

２２日に文字放送で啓発 

 ・世界禁煙デー（５/３１）禁煙週間（５/３１～６/６） なんたんテレビ文字放送で啓発 

 

２．個別支援 

 ・禁煙相談会・・・保健師と薬剤師による個別相談 

 ・結果報告会等でちらし（禁煙方法・禁煙外来紹介）の配布 

 ・喫煙中の妊婦に対する禁煙指導  リーフレットの配布と本人への指導を実施。 

 ・乳幼児健診にて喫煙中の母に対する指導  リーフレットの配布と本人への指導を実施 

 

《防煙対策》 

 

１．市内学校の防煙教育  南丹保健所とともに参加 

             

 

 

―令和元年度南丹市健康づくり推進協議会資料― 


